
 伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  令和３年１１月３０日 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第３６号 

伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１

７年伊勢崎市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２０５」に改める。 

第２条 伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２０５」を「１００分の２１２．５」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４

月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  令和３年１１月３０日 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第３７号 

伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２０５」に改める。 



第２条 伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第５条第２項中「１００分の２０５」を「１００分の２１２．５」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４

月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和３年１１月３０日 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第３８号 

伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」

に、「１００分の１０７．５」を「１００分の９２．５」に改め、同条第３

項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」に、「１００分

の７２．５」を「１００分の６２．５」に、「１００分の１０７．５」を

「１００分の９２．５」に、「１００分の６２．５」を「１００分の５２．

５」に改める。 

第２条 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第２２条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、

「１００分の９２．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中「１

００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の６２．５」

を「１００分の６７．５」に、「１００分の９２．５」を「１００分の１０



０」に、「１００分の５２．５」を「１００分の５７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４

月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和３年１１月３０日 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第３９号 

伊勢崎市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢崎市病院事業管理者の給与等に関する条例（令和元年伊勢崎市条

例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２０５」に改める。 

第２条 伊勢崎市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「１００分の２０５」を「１００分の２１２．５」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４

月１日から施行する。 

 


